
 

令和３年度第１回坂戸市児童福祉審議会意見・質問に対する回答 

 

１ 審議事項 

① 公私連携型保育所制度を活用した坂戸保育園の運営及び園舎整備方針について 

② 坂戸市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況 

  ③ 子どもの貧困対策推進計画 取組一覧 

 

２ 意見・質問に対する回答 

 

項 目 意見・質問 回答 

【資料⑤】

公私連携

型保育所

制度を活

用した坂

戸保育園

の運営及

び園舎整

備方針に

ついて（保

護者説明

資料）３.

公私連携

型保育所

の概要２

行目 

「…事業者が実施する保育内

容に対して市や保護者の意見

を反映させることが可能とな

ります。」このことは、具体的

にどのような方法や形、頻度、

内容が可能なのでしょうか。 

保護者及び市の両方について

説明をお願いいたします。 

（仮称）新・坂戸保育園の公私連携法人（以

下「事業者」という。）が決まりましたら、坂戸

市と事業者との間で契約書に相当する公私連携

協定書等を締結します。 

その際に、事業者と協議の上で市や保護者の

意見や要望を協定書等に反映させることが出来

ます。また、協定の更新の際にも事業者と協議

の上で意見・要望を協定書等に反映させること

が可能となります。 

内容としましては、施設の名称、利用時間又

は給食調理方法などの要望が考えられます。 

資料【6-1】 

2/2ページ 

56 ページ 10.①一時保育事

業で量の見込み数に比べると

確保方策の数がかなり多いの

ですが、なぜですか。 

また②ファミサポの実績数

も多いと思われますが、サポー

ターは足りているのでしょう

か。 

3/4 ページ.10.②のファミ

サポ人数は 851ではなく、581

ではありませんか。 

 

 

一時預かり事業の量の見込みにつきまして

は、本計画（令和２年度～令和６年度）の策定

時（令和元年度）における最新の実績値（平成

３０年度）を基に、将来の人口動態の予測等を

勘案して見込んだ数値となります。 

一方、確保方策につきましては、一時預かり

事業を実施している施設の年間の利用可能数と

しています。具体的には、定員３６人の年中無

休の施設の場合は、３６人×３６５日＝１３，

１４０人日として見込んでいます。一時預かり

事業の実施施設は複数施設あることから、それ

らの施設の合計の数値を本計画の数値としてい

ます。 

以上の考え方により計算したところ、結果と



 

して量の見込みに対して確保方策がかなり多く

なったものです。 

サポーター（協力会員）については、年２回

以上新規会員向けの講習会を実施し、制度の周

知、会員の募集を行っております。また、近隣

市町間での依頼もできるため、サポーター（協

力会員）は概ね充足していると認識しておりま

す。 

3/4ページ.10.②のファミサポ人数は851では

なく、581となります。修正いたします。 

資料【7】 

Ⅱ生活支

援（２）保

護者の生

活 支 援

No.37ひと

り親家庭

等日常生

活支援事

業 

昨今、ひとり親家庭でなくて

も、ヤングケアラーが問題にな

っています。自分がヤングケア

ラーという意識なく、その境遇

にあるとのことです。子どもの

貧困、体験格差にもつながって

くると思われます。 

資料には実績なし、周知不足

とありますが、民間の協力も必

要と思いますが、良い対策をお

願いしたい。 

坂戸市では、ヤングケアラー等の多様化する

家庭問題についての早期把握、相談支援の方策

として、学校の管理職経験がある元教員を教育

部門と福祉部門を繋ぐ「子ども支援コーディネ

ーター」として配置し、定期的に市内の全小中

学校に訪問を行っております。 

市より問題を抱えた家庭の情報提供を行うと

共に、学校側が把握している問題を抱えた家庭

の情報提供を受け、お互いの情報共有と、利用

できる行政支援に繋げております。 

ひとり親家庭等日常生活支援事業について

は、今後も引き続き周知方法等も含め、多角的

に検討していきます。 

 


